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  ホームページを立ち上げました 

 

 「宮崎公務公共一般労働組合」のホームページ

を２月に立ち上げました。ホームページのアドレ

スは「http://miyazaki-kkirouso.jp」です。   

 まだ立ち上げたばかりで、労組名で検索しても

表示されないようですが、ブラウザのアドレスバ

ー（上段）に直接 URL を入力してアクセスして

ください。 

 今後、可能な限り更新していきますので、閲覧

をよろしくお願いします 

 

 宮崎大学との交渉で最初の成果 

   

 組合は宮崎大学に対して、非正規職員の無期転換（５年勤続で期限の定めの

ない労働契約に転換）を行うよう交渉してきました。この交渉は宮大教組と共

同し、県労連及び自治労連の支援を得てすすめています。 

 昨年１２月の団体交渉では無期転換については継続交渉となりましたが、一

部のフルタイム非正規職員について「契約期間３年を５年に延長する」確認を

行いました。これは交渉開始後２年で初めての「小さな成果」ですが、「一点

突破を実現し、希望者全員無期転換の要求実現へ展望を切り開いた」と評価し

ています。新年度の今年４月以降から、非正規職員希望者全員の無期転換をめ

ざして大学側との団体交渉を再開する予定です（詳しい報告は「宮大支部ニュ

ース」３号を見て下さい）。 

 今後要求書作成や交渉の盛り上げのために、この「宮大支部ニュース」及び

「ホームページ」に非正規職員の意見や要望を記載して交流をはかりたいと考

えています。今回は２名の非正規職員の方に自分の経験や意見・要望の文書を

寄せていただきました。 

 

Ａさんの手記 
 

 私が大学で仕事をするようになったのは偶然でした。前の会社をリストラさ

れ、ハローワークで紹介された会社の就職試験を受け採否がずるずる延びてい

たところに宮崎大学からの求人を紹介されました。その直後に就職試験を受け

た会社から採用通知が来ましたが、既に返事した大学へ行くことにしました。 

 大学はいい職場でした。職場の雰囲気が良く、勤務終了後は趣味を行う時間



 

 

が取れることも私向きでした。私は短時間勤務の非常勤職員でチェンソーや剪

定機も使う現場仕事でしたが、一生懸命仕事を行い、時には他の部署の周辺整

備にまで手を伸ばしました。給料が少なく、事務職の非常勤職員には昇給があ

るけど私たちにはないという不満はありましたが、全体としては楽しんで仕事

をしてきました。私は年を取っていてもきちんと仕事をする体力と気力があり

ますが、今年３月で雇い止めすると言われました。 

 昨年は４年勤続でしたが、学部の事務局から「来年も残って働いてほしい」

と言われました。私は「まだ元気だからあと数年働きたい」と返事しました。

その結果残って働きましたが、今年になると事務局は「５年になるので今年３

月で辞めてもらいます」と通告しました。これは学部事務局のせいではなく大

学上層部の方針による雇い止め通告だと思いますが、昨年私が「あと数年働き

たい」と言ったときには黙っていて、今年になったら「５年経ったから」と当

然のように雇い止めです。大学はもっと働く人の気持ちを大事にしてほしいと

思います。 

  私の職場では非常勤職員が次々に辞めていきます。原則３年経てば雇い止め

されます。就職して給料が安いことを実感して辞める人もいました。病気で辞

める人もいました。非常勤職員が欠員になっても、以前と比べると、求人に応

募する人が減ってきていると思います。事務局から「知ってる人でうちに来て

くれる人がいたら紹介して」と頼まれるほど、人が足りません。そんなに人が

足りないのに、３年又は５年で雇い止めをしています。雇い止めされた人は６

ヵ月経てば再び雇ってもらえますが、最近は大学に戻ってくる人がかなり減っ

ていると思います。 

 私たち非常勤職員は大学で働き続けたいのに雇い止めされます。学部の事務

局も、その非常勤職員にいてほしいのに雇い止めの通告をせざるを得ないんだ

と思います。働く人も働かせる大学の側も困っています。組合の人に「５年以

上働かせるのは今の雇用の運用方針をちょっと変えればできる」と聞きました。

私は今年３月で辞めさせられますが、私の次の人は雇用が継続されるようにな

ってほしいと思います。 

 

Ｂさんの手記 
 

 部署にもよりますが、同じ非正規職員でも、有期職員（フルタイム）とパー

ト職員の差がありすぎます。例えば健康診断は、有期職員は職専免（特別休暇）

をもらえますが、パートは年休を申請しなければいけません。 

 業務内容、仕事量はそこまで差がないのに、待遇が全然違います。ハローワ

ークに求人を出しても、有期職員には応募が殺到しますが、パート職員だとな

かなか応募が来ないのは当たり前のような気がします。同じようなことをやっ

てるのに、勤務時間が少し短いだけで、年収が３倍も違うのだろうかと不満を

持つ方の話も聞きます。  

 

 組合は新年度の要求書作成のために、非正規職員の皆様の意見・要望を募集

しています。ＦＡＸ、郵送またはメールでお願いします。 

  FAX：0985-71-1925 e-mail：soudan@miyazaki-kkirouso.jp 

  〒880-0878 宮崎市大和町１３４-２ 宮崎公務公共一般労働組合 


